
仕 様 書 

 

１ 対象業務及び所在地 

⑴ 業務名 

 札幌市中央市税事務所・札幌市中央健康づくりセンター環境衛生管理業務 

⑵ 対象施設及び所在地 

  札幌市中央市税事務所・札幌市中央健康づくりセンター 札幌市中央区南３条西11丁目 

 

２ 履行期間 

令和７年４月14日（月）から令和８年３月31日（火）まで 

なお、令和７年７月22日（火）に予定される中央市税事務所の庁舎移転（以下「移転」と

いう。）に伴い排水管清掃の対象箇所数が変更となる（詳細は下記３のとおり）。 

 

３ 業務内容等 

 ⑴ 受託者は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、「水道法」及び「下水道

法」の関係法令に基づき、下記に掲げる業務を遂行すること。 

 ⑵ 受託者は、本仕様書に記載されていない事項については、国土交通省が定める「建築保

全業務共通仕様書（令和５年版）」に基づいて業務を遂行すること。 

業  務 内  容 測定等周期 実施月 

⑴空気環境測定 

※注１ 

浮遊粉じん、一酸化炭素、

炭酸ガス、温度、相対湿

度、気流の測定 

２か月以内ごとに１回 

（同一測点を１日２回） 

４月、６月、

８月、10月、

12月、２月 

ホルムアルデヒドの測定 ６月以降に１回 

⑵受水槽清掃 

 ※注２ 

受水槽の清掃及び清掃終了

後の水質検査、残留塩素の

測定 

１年以内ごとに１回 10月 

⑶汚水槽等清掃 

 ※注３ 

汚水槽、雑排水槽の清掃

（水中ポンプの点検保守含

む） 

６か月以内ごとに１回 ４月、10月 

消火水槽、冷却水槽 １年以内ごとに１回 10月 

⑷排水管清掃 

※注４ 
薬剤投入による排水管清掃  ６か月以内ごとに１回 ４月、10月 

⑸貯湯槽清掃 

※注５ 

貯湯槽の清掃及び清掃終了

後の水質検査、残留塩素の

測定（同時にマンホールの

フランジパッキンの取替を

行うこと） 

１年以内ごとに１回 10月 



⑹ねずみ・こん虫等

防除 

※注６ 

ねずみ・こん虫等の防除 ６か月以内ごとに１回 １月、７月 

定期調査、薬剤補完等 ４回／年 
５月、９月、 

11月、３月 

⑺水質検査 

１回目：省略不可項目、金

属等項目(16項目)の検査及

び消毒副生成物項目（12項

目の検査） 

２回目：省略不可項目の検

査（11項目） 

６か月以内ごとに１回 

委託者との協

議による（１

回目は６～９

月間に測定） 

⑻法定検査・報告等 

簡易専用水道検査の実施、 毎年１回以上 
委託者との協

議による 

特定建築物維持管理報告書

の提出 
１年以内ごとに１回 

本市保健所が

定める報告期

限に間に合う

よう実施する

こと 

 注１）測定点は、室内13ポイント及び外気２ポイント 

 注２）受水槽    １槽  40.00㎥ 

 注３）汚水槽    １槽  10.00㎥ 

    雑排水槽   １槽  21.00㎥ 

    消火水槽   １槽  30.00㎥ 

    冷却水槽   １槽  21.00㎥ 

注４）対象箇所   洗面器・手洗い器、一般流し類、シャワー室床排水管薬剤清掃口数・・48箇所 

          （令和７年７月以降は76箇所） 

          ＳＫ流し、小便器排水管薬剤清掃口数・・・・・・・・・・16箇所 

          （令和７年７月以降は29箇所） 

注５）貯湯槽    ２槽  各0．50㎥ 

注６）防除対象面積：1474.88㎡（機械室、廃棄物保管庫及び水を使用する室面積） 

 

４ 業務の実施計画等 

受託者は、業務の実施にあたり事前に実施計画書を作成して委託者の承認を得ること。 

また、業務は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等の関連法令に基づき行う

こととし、業務開始時に建築物環境衛生管理技術者を選任の上、建築物環境衛生管理技術者で

あることを証する免状等の写しを委託者へ提出すること。 

 

５ 業務の実施方法 

⑴ 空気環境測定 

ア 原則として使用中の各階の居室毎に測定点を求めるが、建築物の用途、構造、空調の



方式・系統等の諸条件を考慮して測定すること。 

イ 測定場所は居室の中央において、測定ワゴンを用いて床下75㎝～120㎝の高さで測定す

ること。 

⑵ 受水槽清掃 

ア 水槽内排水後、水槽内設備機器の点検を行った後、清掃を行うこと。 

イ 水槽内の沈殿物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を除去し、洗浄に用いた

水を完全に排除するとともに、水槽周辺の清掃を行うこと。 

ウ 水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて２回以上水槽内の消毒を行うこと。 

エ 消毒薬は、有効塩素50～100mg/l濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液、またはこれと同等

の消毒能力を有する消毒剤を用いること。 

オ 消毒作業は、槽内の全壁面、床及び天井の下面に対し、高圧洗浄機等を利用して噴霧

により消毒薬を吹き付けるか、清潔な専用ブラシ等を利用して行うこと。また、消毒に

用いた排水は完全に槽外に排除すること。 

カ 消毒終了後30分以上経過した後、水槽の水張りを行い、給水栓及び水槽内の水につい

て、残留塩素の測定、濁度・色度・味・臭気の検査を行うこと。 

⑶ 汚水槽等清掃 

ア 汚水槽等については、槽内の汚水及び残留物質を排除すること。 

イ 流入管、水中ポンプ等については、付着した物質を除去し、点検を行なうこと。 

ウ 清掃作業終了後、槽周辺の清掃及び点検を行うこと。 

⑷ 排水管清掃 

シャワー室床排水口、洗面器・手洗い器、各種流し類、小便器（大便器は除く）等から

の薬剤による清掃を基本とする。 

 ⑸ 貯湯槽清掃 

   ⑵受水槽清掃に準じて行うこと。 

   加えて、マンホールのフランジパッキンの取替を行うものとする。 

⑹ ねずみ・こん虫等防除 

ア 状況調査を行い、当該調査の結果に基づき建築物全体についての効果的な作業計画を

策定し、適切な駆除方法、薬剤の選定により防除作業を行うこと。 

イ 薬剤等は薬事法等の規定に基づき使用及び管理を適切に行い、業務に従事する作業者

並びに建築物の使用者及び利用者の事故防止に努めること。 

ウ 防除作業終了後、防除の効果を定期的に調査し、必要に応じて薬剤を補完すること。 

 ⑺ 水質検査 

   飲料水について、以下に掲げる項目の水質検査を行うこと。 

  ア １回目検査：建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第４条第３項イ

に定める項目（16項目）及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第

４条第３項ロに定める項目（12項目） 

  イ ２回目検査：建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第４条第３項イ



に定める項目のうち省略不可項目（11項目） 

 ⑻ 法定検査・報告等 

  ア 水道法の規定に基づく簡易専用水道検査を受けること。（検査料は受託者負担） 

  イ 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第11条第1項に基づく、特定建築物

維持管理報告書を作成し、本市保健所が定める期限までに保健所へ提出すること。（併

せて写しを委託者に提出） 

  ウ 報告書作成にあたり必要な情報は委託者から提供する。 

 ⑼ 業務の実施にあたっては、事前に委託者と日程について協議すること。 

 

６ 業務報告 

受託者は、業務終了後、すみやかに業務報告書（３ 業務内容等の ⑵・⑶・⑷・⑸ につい

ては作業状況及び現場状況がわかる写真も添付）を提出すること。 

 

７ 安全の確保 

業務の実施にあたっては、業務員の事故防止に十分注意するとともに、受託者は事故に対す

る一切の責任を負うこと。 

 

８ 環境負荷低減に関する事項 

本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。 

⑴ 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。  

⑵ ごみ減量及びリサイクルに努めること。  

⑶ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。 

⑷ 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリング

ストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。  

⑸ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定

品を使用すること。  

⑹ 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について自覚

を持つような研修を行うこと。  

⑺ 特定業務（設備機器の運転管理、毒物又は劇物の取扱い、特別管理産業廃棄物の保管又

は処理業務）に従事する者は、それを遂行するために要求される十分な知識及び技能を備

えていること。 

 

９ その他 

 この仕様書に定めのない事項については、委託者と協議のうえ実施すること。 

 

10 発注担当 

  札幌市財政局税政部税制課 似内 TEL：011-211-2282 



  札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎２階北側 

 


